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わが国における障害者雇用の促進の現状と課題
一岐阜県下の調査結果からの示唆一

森 隆男

1 、はじめに

わが国おける障害者の雇用への取り組みは、 1960(昭和35)年の「身体障害者雇用促進法」

(現、 「障害者の雇用の促進等に関する法律｣）の制定とともに始まり、それが1976（昭和51）

年に「義務雇用制度、雇用納付金制度」の導入により抜本的に変革され、障害者雇用が本格

的に拡大し今日にいたっている。すなわち、前者では一定規模以上の民間企業においては法

律で定められた率以上の障害者を雇用することが努力目標（もっとも官公庁では当時でも義

務化）であったものが、後者では雇用率の達成が義務付けられ、その率に達しない分納付金

を納めるという仕組みに変わったのである。このような法定雇用率の制定により障害者雇用

の促進を図ろうとする国は、 ドイツやフランスがあるが、わが国の制度は極めて厳密な制度

であるといわれている（手塚、 2000年)｡

雇用促進法の制定からおよそ40年、義務雇用化から25年を経た現在、障害者の雇用の現状

はどのようになっているだろうか。その点は次節で詳しくみるとして、結論を先取りしてい

えば、 1990年代後半から障害者雇用は縮小とまではいえないが、雇用の伸びはほとんどみら

れなくなってきている。これは長引く平成不況の影響もあろうが、それ以上に雇用促進策の

中心である雇用率制度そのものの陸路＝矛盾が露呈してきたことと、雇用政策＝思想の不完

全さが大きく影響していることによるであろう。その点を考察し、今後の雇用促進策のあり

方について言及することが本稿の課題である。なお、われわれは、岐阜県下の民間事業所を

対象に障害者雇用状況について調査を行なったが、その結果はこれまで明らかにされてこな

かった重要な事実を示しており、示唆するところが大きいので、適宜紹介していきたい（同

調査は、「岐阜県産業経済振興センター「岐阜県障害者雇用促進のための基礎調査報告書』

2002年3月」として公刊されている。以下では岐阜県調査と称する)｡

2，障害者雇用促進の実態

前述した雇用率対象企業の障害雇用者数の推移についてみると、図1および表1のとおり、

義務化発足時1977年に12万8千人であったものが、2001年には25万3千人とほぼ倍増している。
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表1 雇用率対象企業における障害者雇用状況
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資料 労働省「雇用状況報告｣．毎年6月1日現在
注1． 1977年～1984年法定雇用率1.5％,67人以上の企業
注2． 1985年～1998年法定雇用率1.6％,63人以上の企業
注3． 1998年7月1日から法定雇用率1.8％,56人以上の企業
注4．障害者数は重度者についてダブルカウント

図1 雇用率対象企業の障害者雇用の推移
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毎年一貫して増加しているが、特に増加の著しかったのは、 1988(昭和63)年に知的障害者

も雇用率のカウントの対象になった時（それまでは身体障害のみが雇用率の対象となってい

た）からと、重度の短時間労働者も雇用率のカウント対象および納付金の対象となった1992

(平成4）年からのことである。また、 1997 （平成9）年からは知的障害者も義務雇用の対

象に加えられ、障害雇用者数を若干押し上げた。 このように一定規模以上の民間企業におい

て、障害者雇用が着実に進んだことは、 1981 （昭和56）年の「国際障害者年」や、 1993(平

成5）年からの「障害者プランーノーマライゼーション7カ年計画」などの啓蒙、普及運動

が行なわれことも寄与していようが、なによりも前述のような雇用率制度そのものの改革や

対象となる障害者範鴫の拡大が大きく影響していよう。

法定雇用率も当初の1.5％から1.6％、 1.8%へと引き上げられてきており、それとともに摘

要対象となる企業の常用労働者の最低規模も、当初の67人から、 63人、 56人へと下がってき

ている（常用労働者数×法定雇用率が1人以上の数字にするため)｡常用労働者に占める障

害者数の割合、すなわち実雇用率も当初の1.09％から年々増え、2001年には1.49%にまでなっ

ている。実雇用率が法定雇用率を常に下回っているという問題があるがそのことの問題はこ

こでは立ち入らないでおく。 ここで問題としたいのは、 1999年以降|璋害雇用者数の増加が停

滞し、また実雇用率の伸びが止まってしまっていることである。なお、 ここで注意しなけれ

ばならないのは、上記でみた障害雇用者数は雇用率を算出するために重度障害者をダブルカ

ウント （一人を二人雇ったとみなす） した数字であり、実際の障害者数ではない。実数をみ

たのが表2であり、実数の伸びは90年代半ばごろから止まっているのである（ただ重度障害

者の割合が増えているのでダブルカウントで見かけ上障害者雇用は増えている)。

表2 雇用率対象企業における障害者雇用実数
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表1に同L

雇用率制度においては、その企業の実雇用率が法定雇用率に達しない場合その不足人数分

を納付金として収める等としているが、こうした雇用率未達成企業の割合は制度発足以来46

から48％くらいで推移し、改善はみられなかった。 ところが、 90年代半ばよりその数字は上

昇し、49％程度に達し、 1999年には50%を超え、 55.3%、 2000年には55.7%、 01年には56.3

％に及んだ。前述したように障害雇用者数はそれほどに減ってはいないので、特定の企業

に障害者雇用が集中してきているものと考えられる。未達成企業の割合は、特に従業員規
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模1000人以上の大企業に顕著に多いことが問題とされてきたが、その数字は89年80.4％、 99

年77.0%、 00年74.5%、 01年73.4%と多少改善されてきているかにみえる。 しかし、 これは

大企業において障害者雇用が増大したというよりも、 この間の大規模なリストラなどにより、

雇用率算定の分母となる常用労働者数の減少によるところが大きいであろう。大企業におい

ては実雇用率は顕著に上昇しているのである。

雇用率の適用されない中小企業を含めた障害者の雇用促進状況はどうであろうか。 これに

ついては厚生省（現、厚生労働省）が5年毎に実施している「障害者雇用実態調査」 （常用

労働者5人以上雇用事業所、また18歳以上の在宅障害者を対象）から一端を知るのみである

(以下では全国調査と称する)｡ 98年11月現在、身体障害者総数は317万7千人であり、その

うち雇用者数は39万6千人で就労率は12.5%である。知的障害者は45万6千人中6万9千人

で就労率は15.1%、精神障害者は204万人中5万1千人で就労率は2.5%となっている。 した

がって民間企業の障害雇用者数は合わせて51万6千人ということになる。先述の雇用率対象

企業の障害雇用者数は実数で18万8千人であったから、 32万8千人（63.6％）が5人以上規

模60人規模程度以下のいわゆる巾小企業において雇用されていることになる。障害者雇用に

おいては、義務雇用制度の対象とはならないような中小企業における雇用が重要性をもって

いることが分かるであろう。

前回の同調査では（1993年)、身体障害雇用者数は34万4千人、知的障害雇用者数は6万

人であったから （精神障害者については前回は不明)、 93年から98年にかけて前者は5万2

千人、後者は6千人、合わせて5万8千人の増加である。この間、表2のように雇用率対象

企業においては実数の増加はみられなかったことからしても、中小企業における障害者雇用

拡大の寄与は大きい。ただし、 98年以降どうなったかについては、次回の調査結果をまたな

ければ分からない（次回調査は、 03年に予定されているが、 こうした大規模な全国調査は、

調査内容の充実とともに、頻繁に行なわれることが望ましいことを付言しておきたい)。

この数年の動向については雇用率対象企業を見る限り明らかに雇用の促進は頓挫している。

ここで視点を変えて、就職を希望し職業安定所に登録している有効求職障害者の動向につ

いてみよう。表3から明らかなように、 90年代半ば以降就職を希望しながら就職できない障

害者が急増し、 02年には14万4千人に達している。有効求職者の障害種類も多様である（表

4)｡雇用促進の必要性がありながら、雇用促進が進んでいないのが現状である。それでは、

なぜ雇用促進が進まないのか、先述の岐阜県調査の結果をもとに、節を改めて考察したい。

3、民間事業所における障害者雇用の実態と雇用拡大の可能性

われわれは（岐阜県障害者雇用促進のための基礎調査研究会)注!、 01年10月に県下の常用

労働者5人以上の民間事業所を対象に障害者の雇用状況や雇用促進のための考え方などに

ついて洲査を行なった。調査は、 ランダムに抽出した2000事業所に対し郵送方式で実施し、

845事業所から有効回答をえたが、有効回答率は42.2％とかなり高いものであった。 またあ

わせて障害者を雇用している11の事業所から聞き取り調査も実施した。なお、県内における

雇用率の対象企業数は1010あり、その実雇用率は1.54%、未達成企業の割合は51.5%であり
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表3 有効求職者状況推移

有効求職者 就業中の者

数 ｜ 指 数
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資料： 厚生労働省職業安定局

注有効求職者とは、働く意思を持ちながら、現在就職していない人をいう
指数は1978年を100とする

表4 有効求職者の障害種別内訳
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資料：表3に同じ （2002年3月末）
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(2000年)、 これを全国の数字1.49%、 55.73%と比較してみると、岐阜県は障害者雇用が比

較的進んでいる県であることが指摘できる。また、岐阜労働局によれば県内の障害をもった

有効求職者数は2457人（うちわけは、身体障害者1714人、知的障害者573人、精神障害者170

人）存在していることも付け加えておく。

表5 障害者を雇用している事業所
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郵送調査の結果からまず注目されることは、表5にみられるとおり回答事業所845のうち

一人でも障害者を雇用している事業所は163 (19.3%)にとどまっているという実態である

(身体障害者を雇用しているのは170%、知的障害者を雇用しているのはさらに低く52%、

重複があるので計と一致しない)。 8割が障害者雇用とは無関係なのである。 こうした事業

所は5～29人規模の中小企業で圧倒的に多いが、こうした状態は全国的にみても同様であろう。

なお、障害者を雇用している事業所にその労働実態について聞いているが、その詳細は前

記報告書を参照していただくとして、 1事業所当たり単純平均でおよそ二人雇用している計

算になる（障害者の個別の実態をすべて回答している事業所は限られる、つまり無回答がや

や多いので実際の雇用者数はもっと多いとみてよい)｡

障害者を雇用するに際しては、社会的な責任感とか雇用管理上の配慮などが必要となり、

どうしても障害者雇用に特別な関心をもつのが普通であり、それが雇用促進の前提となる。

障害者雇用に対する関心がどの程度あるかを問うたところ（表6）、身体障害者を雇用する

ことについては、 「少しはある」が20.4％と多少多くみられるが、 これは現に障害者を雇用

している事業所が43.6％と高い回答をしているためで、雇用していないところでは14.9％に

とどまっている。そこでは、 「あまりない｣、 「まったくない」が合わせて75.2％にも達する

のである。ましてや、知的障害者や精神障害者の雇用に対する関心は極めて低い。

以上のことをより端的に示すために、 「大いにある」を＋2， 「少しはある」を＋1、 「あ

まりない」を 1、 「まったくない」を 2として、点数化し比較してみると （表7）、う°ラ

ス値を示すのは障害者を雇用している事業所で、それも身体障害者に対してのみである。他

はすべてマイナス値であり、雇用していない所の知的障害者や精神障害者に対する関心は限

りなく－2に近い。
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表6 障害者雇用に対する関心（雇用の有無別）
~
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表7 障害者雇用に対する関心度の点数化

諏訪一堂 知的障害者身体障害者 *,Ij神障害者

I催附 し てい る 0.03 0,88
1，御

－1 ．凸C

雁Il1 していな ｛ －1．450.99 －1．56

△
、 計 －1 ．340.79 -1 .5(）

| |皮阜県調査

表8 今後の経営の見通し （雇用の有無別）

扇鍾愛L
合

数
件

計
経営は拡大
してゆきそう

経営は現状
維持でゆきそう

経営は縮小
してゆきそう

下 明わからな1

％

全 体 845 100.0 ７

１
~
~

４

６

14.3 ワQq
白J,U 19.2 ，月

旦.nJ

雁用している 163 100.0 19.1 ワqq
竺凹･U 19．0 2.5

雁剛していない 678 100-0
4句1

10， 』4．4 31 ‘0 1Qq
上J,U 2.2

不 明 50.04 100．0 50.0

岐阜県調査

また、経営状態の良し悪しも障害者雇用のありかたを左右するであろうと一般的には考え

られる。そこでこの調査では「今後の経営見通し」についても聞いてみた（表8）。全体と

して、 「現状維持でゆきそう」44.3％と「縮小してゆきそう」 29.3％が多いが、傾向は障害

者を雇用している事業所でも雇用していないところでも大差はなかった。ただ、雇用してい

る事業所において「拡大してゆきそう」あるいは「現状維持」の事業所がやや多いという差

異が認められる。前述したヒアリングからも、経営見通しは良いとはいえないが、さまざま

な努力によって障害者雇用を維持したい、あるいは増やしたいとする事業所は少なくなかっ

た。経営状態と障害者雇用にはあまり大きな相関はないということができる。
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表9 障害者の雇用における課題の有無（雇用有無別）
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表10障害者の雇用における課題の内容（雇用有無別） (M.A.)
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それでは、障害者雇用の拡大を阻む大きな要因になっているものは何であろうか。それに

は前述した障害者雇用に対する無関心の大きさもあるが、それとともに障害者を雇用するこ

とに伴う心配や問題、解決しなければならないであろう課題があろうという懸念が根強くも

たれているという事実である。 この点については、身体障害者に対するものと知的障害者に

対するものとに分けて聞いている （表9，表10)｡どちらに対しても、そうした心配や|川題、

解決すべき課題がはっきり 「ある」とする事業所が7割ほどに及んでいることは注目されね

ばならない。 「ある」と回答した事業所の場合、その内容としては、 「適当な仕事があるか」

と「職場の安全に注意できるか」が圧倒的に多い（前者の回答率は7割～8割に達し、後者

については5割～6割に及ぶ)｡ 「労働能力・意欲・作業態度に不安」も多いが、 これについ

ては知的障害者に対して特に多くなっている。逆に、 「設備・施設の改善がいらないか」は

身体障害者に対して多い。また、 「通勤・職場での援助がいらないか」という問題も2割前

後と少なくない事業所が指摘している。
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表11 関係機関へ期待したい取組（雇用の有無別）
(M､A,）
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企業はこうした諸課題に独自に取り組み、あるいは関係する諸機関などと連携・協力しなが

ら、障害者の雇用を進めなければならないのである。そこで、関係機関等に何を期待するかを

間うてみたところ（表11)、 「障害者に対する能力向ﾋｮ||練」や「具体的に相談できる窓[1」を

始めとして期待は多岐にわたっている。 しかし、関係機関等がその役割を十分にはたしていない

というのが実態といえる。そもそも、普通の（つまり一度も障害者を雇用した経験のない）企

業が障害者を雇用しようと思っても、障害者がどこにいるのか、と､のような能力をもった人がい

るのか分からないのが通常である。たまたま、熱心な職業安定所や養護学校、福祉・医療施設

などがあってそこから紹介され、雇用することをはたらきかけられて、雇用を始めたりすること

が多いのである。また、企業の関係者に障害者がいて、雇川を始めたり、健常者だと思って採

用したら障害者であったなどという場合も少なくない。言ってみれば偶然的なことから障害者雇

用が始まるケースが多いのがこれまでの状態といえる。 しかし、一旦雇ってしまうと安定所や学

校のフォローがえられず、職場や処遇、生活面でトラブルが生じた場合、対応に困難をきたす

企業も少なくない。家庭からの協力・支援についてもl司様のことがいえ、就職させてしまうと、

企業まかせになってしまうことが少なくない。職場への定着やその後の能力向上訓練などに対し

ても関係機関との継続的な連携が望まれているが、そうした体制は'一分ににできていないのが現

状である。さらに、雇用納ｲ､l金制度に基づいて、雇用率を超えて障害者を雇用している企業に

は「調整金」や「報奨金」が支給されたり、障害者の雇用促進と雇用安定のために必要な「各

種の助成金」 （たとえば設備改善の助成金）が支給される制度ができているが、助成金を受給

するための手続きが難しかったり、面倒であることもよく指摘される。この面でも、障害者雇用

促進協会など関係機関との連携がうまくとれていないということがいえる。

後述するように、重度の障害者、知的障害者、精神障害者の雇用拡大がおおきな社会的な

課題となってきている状況のもとで、以上のような関係機関との連携がうまくゆかず、企業

の負担のみ多くなると、また前述したように障害者雇用への関心が薄い環境下では障害者雇

用の促進は望みうべくもないだろう。
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4、障害者雇用促進のための課題

以上の調査研究からわれわれは、障害者雇用のいっそうの促進を図るために次の点が課題

となることを指摘した。

①長期不況の中で障害者雇川は停滞しており、障害者雇用に対する事業所の関心も極め

て低く、一層の広報・啓発活動が必要である。

②事業所の不安や課題の解決のために、ハローワークを中心とした情報提供・相談機能

の充実が求められている。

③事業者の負担の軽減を図るため、助成金・補助金の増額と手続きの見直し、最低賃金

制の柔軟な摘要が必要である。

④情報交換や行政との連絡のために事業所間のネットワークが必要である。

⑤さらに障害者職業センターや学校・施設・家族・障害者団体等を含めた就労支援体制

が必要である。

なお、上記②の最低賃金制の柔軟な摘要の必要性については本稿では触れなかったが、重

度の知的障害者などでもがんばって最低賃金くらいは出そうという企業が少なくない。そう

すると、女性パートの時間賃金と競合するという問題が生じてしまうので、障害者の能力や

仕事に見合った賃金を出せるようにしようという考えである（なお、最低賃金の適用除外を

申請するこも可能だが、実際に申請する企業は少ない)。

さらに上のことに付け加えていえば、経営のトップ°が障害者雇川の意義を理解し、関心を

持つかどうかが決定的に重要である。また、現場においてじかに障害者を預かり、仕事や生

活の配慮を担当することになる上司や管理職に適切な人材をうるかどうかも肝要である。

障害者の雇用に習熟し、人格的に相応しい人がキーパーソンとして存在しなければならない。

障害者雇用に成功している企業には、こうした優れた経営のトップやキーパーソンが必ずい

るものである。そうした人びとは今のところかなり個人的な個性、奉仕的な気持から負担を

担っている側面が強い。重度障害者や知的障害者、精神障害者の雇用についてはキーパーソ

ンの負担は極めて大きい。それに対しては、物質的な報酎|‘|を含めた何らかの見返りがあって

しかるべきだろうが、そうしたことも今後検討すべき課題になろう。なお、一人でも障害者

の雇用を経験した企業では、それ以後の雇用は比較的簡単に進むということが、われわれの

研究会でも強調されたことである。

ところで、 この度「障害者雇用促進法」はかなり大幅に改正され、 02年4月の国会で成立、

5月に公布された。それは、 「障害者の職場拡大を図るため、障害者雇用率の算定方式を見

直すとともに、障害者に対する総合的支援の充実、精神障害者の雇用促進のための措置を講

ずることを内容とする「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律｣」であ

る。改正の骨子は以下のとおり。

一、障害者雇用率算定方式の見直し

①企業グループによる雇用率の算定：障害者雇用のために設けた特例子会社を保有す

る企業が他の子会社を含めて障害者雇用を進める場合に、企業グループでの雇用率算
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定を可能に

②除外率制度の見直し ：雇用率算定上の雇用義務の軽減措置である除外職員および除

外率について、廃止に向け段階的に縮小

二、障害者に対する総合的支援策の充実

①障害者就業・生活支援センターにおける支援事業の創設：身近な地域で、雇用、福

祉、教育等の関係機関が連携して、障害者に対して日常生活上の相談とあわせて就業

面での相談等を一体的に行なう支援事業を実施（社会福祉法人等において実施）

②職場適応援助者（ジョブコーチ）事業の創設：職場定着のために支援を要する障害者に

対して、その職場における就職前後の支援を行なう 「職場適応援助者」事業を創設

三、精神障害者の雇用促進

精神障害者に係わる定義規定を置くとともに、精神障害者の特性を踏まえた支援を行なう

職場適応援助者事業を創設することで、精神障害者の雇用促進を図る｡注，

重度身体障害者や知的障害者、精神障害者、複合障害者が増加し、その就労を通した社会

参加、自立が先進各国で大きな課題となっている今日上記の改定はそれに一歩近づけるもの

であり、時宜にかなったものと評価できる。

本稿の論述との関連でいえば、特に障害者就業・生活支援センターとジョブコーチ制度の

創設の意義は大きい。 しかし、その実際の運用となる、望まれるほどの効果がどれほど期待

できるかはなはだ危愼が懸念される。ジョブコーチ制度については、保護付き雇用として欧

米ではかなり以前から実施されており成果をあげているが、わが国では本格的には初めての

試みである。また、就業・生活支援活動についてはわが国では、大阪など一部の地域で試み

られてはいるが、全国的に展開されるのは初めてである。双方に共通していえることは、効

果をあげるための組織、予算、人（マンパワー）がはたして十分に保証されるのかという危

倶がある。ジョブコーチ制度については、各都道府県に設置された地域障害者職業センター

において（適当と認められる社会福祉法人等の協力機関とも連携して）職場にジョブコーチ

を派遣し、きめ細かな人的支援をするとしている。構想では、 ジョブコーチの配置数は地域

センターごとに6名（東京と大阪のセンターには12名)、協力機関を活用した場合には地域

センターごとに10名とし、年間予算は18億円である。 こうした体制で広い地域に散在する多

数の事業所における数多い障害者の「きめ細かい」支援が可能であろうか。 しかも、支援期

間が「職場実習から就職後まで支援する場合最高6ケ月｣、 「就職後に職場でトラブルが生じ

た際の支援は最高8ケ月」と限定されていることにも問題がある。障害者就業・生活支援セ

ンターについては、都道府県知事が社会福祉法人・公益法人等から各県1ケ所を指定（ゆく

ゆくは県内に3～4の支所を設けるものとしているが、当面1所)、支援窓口での相談や家

庭訪問、職場訪問による日常的な相談・助言を行なおうというものである。そのための支援

担当者を1ケ所3名（うちわけは、在宅障害者の日常生活相談担当1名、在職者・離職者等

に対する就業・生活相談担当2名）配置し、年間予算は1所当たり1千4百万円ほどとなっ

ている。 これでは、十分に効果のある支援が期待できるとは思えない。専門的な知識、技能

をもったマンパワーの養成と人員の確保がぜひとも必要であろう。
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5、むすび

そもそもわが国の|潭害者の定義は、心身の機能や構造を重視したとらえ方であり、障害者

範晴が狭くなっており、それだけ障害者数は少なくカウントされる。それに対して欧米では、

日常生活をする上での活動上の障害や就労などの社会参加をする上での障害までも含めるよ

うになってきており、障害者の範曉が広く、その分障害者数が大きくカウントされる。そう

した問題にはここでは立ち入らないが、それにしてもわが国の障害者の就業率（雇用＝一般

就労だけでなく、自営業や家族従業、福祉的就労までも含む）は低いほうではない。それは

自営業や家族従業が多いためであり、一般就労は決して多くはない。先にみた雇用率制度を

とっているドイツでは、法定雇用率が6％なのに実雇用率は5.1%(16人以上規模の民間企

業、 1979年)、フランスでは10%の法定雇用率に対して実雇用率は7.0%(10人規模以上の民

間企業、 1978年)、それに対して日本では法定雇用率1.5%、実雇用率1.18%(67以上規模、

1978年） という数字なのである。数字はかなり古いが、大きな差異があることは今日でも変

わっていないだろう。先進国においては、 ノーマライゼーションの思想が定着し、障害者の

完全参加と自立が目指されている。 もちろん、一般就労だけが参加と自立の道ではないが、

雇用＝一般就労が重要であることも今日自明なこととなっている。

ちなみに、一般の人びとを対象とした総務省「障害者に関する世論調査」 (2001年）では、

ノーマライゼーションの考え方が正しいと思うかどうか聞いているが、 60.6%の人が「そう

思う」、 21.1%が「と､ちらかといえばそう思う」と回答しているのである （合わせて、指示

は8割を越える)。そのために国や地方公共団体に対して望むこととして、 「障害の態様に応

じた職業訓練の充実、就労の場の確保」が44.8％という高い支持を受けている。なお、一番

要望の多いのは「医療・ リハビリテーションの充実」であり44.9％、 「就労の場の確保」は

それに次ぐ。

これまでわが国の障害者雇用の促進が一定程度以上には進んでいないこと、また雇用促進

への期待は大きいことをみてきた。さらに、雇用拡大のための課題についても言及した。

最後に次のことを指摘しておきたい。煩雑になるので表示はしないが、社会保障費に占める

障害者関係費（その大部分は年金関係で障害者雇用に係わる費用はさらに小さくなる）はわ

が国の場合大変小さいということである。その割合は、アメリカ4.11％、 ドイツ5.52％、 ス

ウェーデン11.96％であるのに対して、日本は2.55％に過ぎない（アメリカのみ1995年、他

は1996年の数字)｡対国民所得比でみても、アメリカは0.74%、 ドイツ2.08%であるのに、

日本は0.44％である。財政''1勺にみても、わが|封の|璋害者関係費、特に雇用関係費がいかに軽

視されているかが分かるであろう。

ちなみに、 1999年度の障害者雇用関係予算は637億円であり、その財源は雇用保険会計292

億円、労働災害保険会計31億円、雇用納付金239億円、一般会計75億円である。特定求職者

雇用開発助成金の支給が' ''心となっている雇用保険会計を別とすれば、雇用関係予算は雇用

納付金に大きく依存しているわけである。雇用納付金は、雇用率を達成した企業に対する調

整金・報奨金に支出され、残りが設備改善などの助成金として支出される。つまり、仮に障
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害者雇用が進めば、本来の雇用促進を進めるための助成金が圧迫されるという矛盾をもって

いる｡柾3 目的税や消費税の増額をはじめとした一般財源のあり方を含め雇用納付金制度につ

いては再検討されるべき次期がきているといってよいだろう。

雇用率制度では、一定規模以上の企業においてひたすら障害者雇用数の増大、頭数の増加

を目指すという傾向が強いが、雇用の実態・内実まで考えるとただ雇用義務を課すにとどま

らない「障害者雇用差別禁止法」が優れているといえる｡注‘

〈注〉

注l この調査研究会は、行政の扣当者、企業の経営トップ、学識経験者より構成され、有意義な議論

がなされた。本稿の叙述もそれによるところが多いが、調査に協力していただいた企業も含め、

ここで謝意を述べたい。なお、筆者は研究会の座長としてとりまとめを行ったが、本稿における

叙述の責任は筆者にある。

注2 精神障害者の雇用義務化については、今後の検討課題であるとされている。

注3 この点についての分析は前掲手塚2000に詳しい。同書はわが国における障害者雇用の歴史と現状

について優れた研究をおこなっており、本稿における考察も同書の研究成果に負うところが大き

い。なお筆者は、 「社会政策学会誌第8号」2002において書評を試みているので参照されたい。

注4 なお、工藤2002は「| |本を含む先進国では、障害者の雇用機会を拡大させるための有力な手段と

して労働市場への法的規制を実施しており、その方法には二つのアプローチがある。一つは、 日

本やドイツ、 フランスなどが導入している法定障害者雇用率制度、 もう一つは障害者差別禁止法

でアメリカのADAが典型的なもので、イギリス、カナダなどが導入している。前者は、市場へ

の直接的介入・規制で、積極的差別撤廃措置の性格をもつ。後者では、障害者への差別禁止とい

う視点から、職場改善などの|嘩害をもつ個々人の障害状態への対応を罰金を含めて企業に強制し

ており、強制の方法が異なる。 しかし、後者では企業が採用段階で障害者を排除する伽|可もあり、

アメリカの障害者の就業率は低く、現在、どのアブ・ローチが障害者雇用の拡大をもたらすかの結

論はでていない」としていることも付け加えておく。
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